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ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
は
、施
設
の

老
朽
化
の
た
め
建
て
替
え
を
計
画

し
て
お
り
、皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見

を
踏
ま
え
、よ
り
環
境
に
配
慮
し
た

事
業
計
画
に
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。つ
き
ま
し
て
は
、本

事
業
に
伴
う
環
境
影
響
評
価
準
備

書
を
縦
覧
し
、そ
れ
に
係
る
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

●
準
備
書
の
縦
覧

縦
覧
期
間

１
月
11
日（
火
）～
２

月
９
日（
水
）ま
で（
土
・
日
曜
お
よ

び
閉
庁
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所

環
境
保
全
課
窓
口
お

よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

●
説
明
会

日
時

１
月
25
日（
火
）午
後
７
時

～
午
後
８
時

場
所

市
役
所
９
階
講
堂

●
意
見
書
の
提
出

環
境
保
全
課

子
育
て
・
教
育

あ
な
た
に
伝
え
た
い
市
民
講

座「
も
っ
と
は
な
し
ま
せ
ん
か

〜
思
春
期
の
こ
こ
ろ
と
か
ら

だ・性
に
つ
い
て
〜
」

問
社
会
教
育
推
進
課

☎
（
８
７
６
）１
３
０
５

思
春
期
の
子
ど
も
の
心
と
体
と

性
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。心
の
悩
み

を
抱
え
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
声

に
耳
を
傾
け
、家
庭
や
地
域
で
子
ど

も
た
ち
と
会
話
を
す
る
き
っ
か
け

を
作
る
た
め
の
２
時
間
で
す
。

日
時

２
月
３
日（
木
）午
後
７
時

～
午
後
９
時

講
師

笹
良
秀
美
氏
（
助
産
師
、

思
春
期
保
健
相
談
士
、
公
認
心
理

士
）

場
所

中
央
公
民
館
３
階
ホ
ー
ル

対
象

市
内
在
住
・
在
勤
の
保
護

者
・
支
援
者
な
ど

費
用

無
料

定
員

40
人
※
定
員
を
超
え
た
場

合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

申
し
込
み

電
話
ま
た
は
専
用

フ
ォ
ー
ム
か
ら

※
託
児
・
手
話
通
訳
あ
り

受
付
期
間

１
月
６
日（
木
）午
前

９
時
～
27
日（
木
）午
後
５
時

▲あなたに伝え
たい市民講座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

要
介
護
等
認
定
者
の
諸
証
明
書

の
発
行

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  
（
８
７
６
）１
２
９
７

●
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
る
人
は
、障
害
者
手

帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
場

合
で
も
、障
害
者
控
除
対
象
者
の
認

定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、所
得

税
や
市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
際
、

障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

対
象

65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支

援
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の
う
ち
、

市
長
が
認
め
る
人

交
付
申
請
先

い
き
い
き
高
齢
支

援
課
介
護
認
定
担
当
窓
口

●
お
む
つ
代
医
療
費
控
除
証
明
書

確
定
申
告
の
際
に
お
む
つ
代
に

つ
い
て
医
療
費
控
除
の
手
続
き
を

す
る
に
は
医
師
に
よ
る「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」の
添
付
が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、２
年
目
以
降
の
手
続
き

で
介
護
保
険
に
お
け
る
要
介
護
・
要
支

援
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
つ
い
て

は
、一
定
の
条
件
を
満
た
す
と
医
師
に

よ
る「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」に
代
え

て
市
長
が
発
行
す
る「
お
む
つ
代
の

医
療
費
控
除
事
項
証
明
書
」を
添
付

し
、手
続
き
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象

疾
病
等
に
よ
り
概
ね
６
か

月
以
上
に
わ
た
り
寝
た
き
り
状
態

で
、お
む
つ
の
使
用
が
必
要
と
医
師

ま
た
は
市
長
が
認
め
る
人

交
付
申
請
先

・
初
め
て
控
除
申
請
す
る
人
は
か
か

り
つ
け
の
医
師

・
２
年
目
以
降
の
人
は
い
き
い
き
高

齢
支
援
課
介
護
認
定
担
当
窓
口

※
認
定
書
、証
明
書
と
も
、交
付
は
申

請
し
た
日
の
翌
日
以
降
と
な
り
ま
す
。

※
郵
送
申
請
・
返
送
も
可
能
で
す
。

希
望
す
る
場
合
は
、返
送
用
封
筒
に

84
円
切
手
を
貼
り
付
け
て
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
会
場

問
北
那
覇
税
務
署

☎（
8
7
7
）1
3
2
4

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
た
め
、「
提
出
の
み
」と

「
申
告
相
談
」は
別
会
場
で
す
。

提
出
の
み
会
場

サ
ン
エ
ー
パ
ル

コ
シ
テ
ィ
オ
レ
ン
ジ
ゾ
ー
ン
５
階

期
間

２
月
16
日（
水
）～
３
月
15

日（
火
）

時
間

午
前
９
時
～
午
後
５
時

申
告
相
談
会
場

浦
添
産
業
振
興

セ
ン
タ
ー
・
結
の
街

期
間

２
月
1
日（
火
）～
3
月
15

日（
火
）

時
間

午
前
９
時
～
午
後
4
時

※
土
日
・
祝
日
は
２
月
20
日（
日
）、

27
日（
日
）に
限
り
開
設
し
ま
す
。

▲確定申告の
お知らせ

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

新
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
整
備
に

関
す
る
環
境
影
響
評
価
準
備
書

の
縦
覧
お
よ
び
説
明
会
の
開
催

問
環
境
保
全
課

☎  

（
8
7
6
）1
2
5
0

浦添市役所（代）☎（876）1234問問い合わせ先　☎　電話番号

へ
持
参
ま
た
は
郵
送

※
提
出
期

限
必
着

提
出
期
限

２
月
24
日（
木
）

意
見
書
様
式

環
境
保
全
課
お
よ

び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲環境影響評
価準備書の縦
覧

都
市
計
画
変
更
に
係
る
案
の

縦
覧

問
都
市
計
画
課

☎  （
８
７
６
）1
2
4
4

次
の
那
覇
広
域
都
市
計
画
を
変

更
す
る
に
あ
た
り
、そ
の
案
を
縦
覧

し
ま
す
。こ
れ
ら
の
都
市
計
画
の
案

に
つ
い
て
、関
係
市
町
村
の
住
民
お

よ
び
利
害
関
係
人
は
、次
の
期
間
ま

で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

①
那
覇
広
域
都
市
計
画
汚
物
処
理

場
の
変
更

②
那
覇
広
域
都
市
計
画
ご
み
処
理

場
の
変
更

縦
覧
期
間

１
月
11
日（
火
）～
２

月
９
日（
水
）ま
で（
土
・
日
曜
お
よ

び
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所

浦
添
市
役
所
６
階
都

市
計
画
課

意
見
提
出
期
間

２
月
24
日（
木
）

ま
で（
土
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

※
意
見
書
の
様
式
は
、縦
覧
場
所
で

配
布
し
ま
す
。

ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
で
水
道
料
金

等
の
納
付
が
可
能
に
な
り
ま
す

問
営
業
課

☎  （
８
７
７
）８
４
７
６

令
和
４
年
２
月
１
日
か
ら
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
決
済
ア
プ
リ
を

利
用
し
、水
道
料
金
等
の
納
付
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

対
象
ア
プ
リ

L
i
n
e
P
a
y
、

P
a
y
P
a
y
、楽
天
銀
行
コ
ン
ビ

ニ
支
払
サ
ー
ビ
ス
、P
a
y
B
、a
u

P
a
y
、J
‐c
o
i
n
P
a
y
、銀
行

P
a
y利

用
方
法
や
注
意
事
項
に
つ
い

て
は
、各
ア
プ
リ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

▲水道料金等
のスマートフォ
ン決済アプリ
でのお支払い

子育て世帯生活支援特別
給付金の申請はお済みですか？

厚生労働省 コールセンター ☎0120（400）903
こども家庭課 ☎（内線3613・3614）

問い合わせ

ひとり親のご家庭へ大切なお知らせ

■以下の❶または❷のいずれかに該当する人

■児童１人当たり 一律５万円
２．支給額

１．支給対象者

3.給付金の支給手続き

❶給付金の申請手続き

❷指定口座へ振り込み）

市役所

ひとり親世帯 浦添市

窓口または郵送でご提出

※給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

▼児童１人当たり５万円が受け取れます！支給要件をご確認ください！

❶公的年金等受給者
公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を
受けていない人

平成15年４月２日以降に生まれたお子さんが対象です。（障がいの
状態にあるお子さんの場合は平成13年４月２日以降）

❷家計急変者
令和３年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が
児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

※ひとり親世帯分および、ひとり親世帯以外の「低所得の子育て世
　帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金」を既に受けている場
　合は、本給付金の支給は受けられません。

・給付金を受け取るには、令和４年２月28日（月）までに申請が必要
　です。
・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに浦添市役
　所こども家庭課の窓口または郵送でご提出ください。申請書は市
　ホームページに掲載しています。
・給付金の支給要件に該当する人に対して、申請内容を確認して指
　定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

交通規制のお知らせ
（港川小学校付近）

道路課 ☎（８７6）１231問い合わせ

　城間４丁目32番地付近で、宅地の地権者が施工する
擁壁建て替え工事に伴い、片側交互通行の交通規制を
行います。工事期間中は大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。

１月５日（水）～３月20日（日）工事期間　

▲詳しくはQR
コードからご
覧ください。

▲
北
谷

学
園
通
り

メ
イ
ク
マ
ン
●

那
覇
▼

内間鮮魚店●

　NTT
●ビル 油そば

●専門店

学園通り
港川
中学校

港川小学校

58
国道




